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建築基準法第８５条第６項及び第８７条の３第６項の許可に係る審査基準 

 

平塚市まちづくり政策部建築指導課 

 

１ 目的 

この基準は、建築基準法第８５条第６項に規定する仮設興行場等及び法第８７条の３第６項に規

定する興行場等の建築物の許可に関し、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める一般的な基

準を定める。 

２ 用語 

この基準における用語の定義は、建築基準法（以下｢法｣という。）及び建築基準法施行令（以下｢令｣

という。）の例による。 

３ 適用の範囲 

本基準が適用される対象建築物は、（い）欄に掲げる用途とし、（ろ）欄に掲げる期間等とする。ま

た、その位置は（は）欄に掲げる用途地域等に限るものとする。（２）、（３）、（５）については対象となる

本建築物が法第６条第１項の規定による確認済証の交付を受けているものを対象とする。 

 （い） （ろ） （は） 

（１） 仮設興行場、博覧会建築物等 
興行等に必要と認める期間 

（１年以内） 

第一種低層住居専用地域

及び第二種低層住居専用

地域以外 

（２） 仮設店舗等 
建替工事等に必要な期間 

（２年以内） 
－ 

（３） 
仮設展示用住宅 

（モデルルーム） 

建築物の販売完了までの期

間（１年以内） 

第一種低層住居専用地域

及び第二種低層住居専用

地域以外 

（４） 
仮設展示場住宅 

（ハウジングセンター） 
１年以内 

第一種低層住居専用地

域、第二種低層住居専用

地域、工業専用地域及び

市街化調整区域以外 

（５） 仮設現場事務所 
工事の施工上必要な期間 

（２年以内） 
－ 

（６） 仮設郵便局（集配所） 年末年始 － 

（７） 確定申告所 年末から年度末 － 

（８） 仮設選挙用事務所 
公示日３か月前から投票日

以後１か月以内 
－ 

（９） ビヤガーデン 夏季 

近隣商業地域、商業地域、

準工業地域、工業地域及

び工業専用地域 

（１０） その他これらに類するもの １年以内 － 

４ 法第８５条第６項に規定する仮設興行場等に係る技術基準 

建築物の構造は、次に定めるものとすること。 

（１） 階数は３以下であること。 

（２） 屋根は令第１０９条の９に規定する性能を有すること。 

（３） 法第２７条各項のいずれかに該当する建築物は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定め

るものとすること。 
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  ア 法第２７条第１項第２号（別表第一（い）欄（一）項に掲げる用途の建築物を除く。）及

び第３項各号に掲げる建築物は、外壁及び軒裏を防火構造とすること。 

  イ アに掲げる建築物以外の建築物は、主要構造部を準耐火構造又は令第１０９条の３に規定

する構造とすること。 

（４） 防火地域内においては、延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏を防火構造とし、その開

口部を防火設備とすること。 

（５） 準防火地域内においては、延焼のおそれのある部分の開口部を防火設備とすること。また、

延べ面積が１，５００平方メートルを超える建築物は延焼のおそれのある部分の外壁及び軒

裏を防火構造とし、その開口部を防火設備とすること。 

（６） 火を使用する設備若しくは器具を設けた室（主要構造部を耐火構造としたものを除く。）

等は、その壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料とすること。 

（７） 建築物の主要な出口から道路又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が１．５メートル

以上である避難上有効な通路を設けること。 

（８） くみ取便所を設ける場合にあっては、令第２９条に規定する構造とすること。 

（９） 必要に応じ、来客、従業員及び作業員の駐車場を確保すること。 

（１０） ３（３）の建築物内に設けられるモデルルーム（展示物）及び（４）の建築物について

は、上下水道及びガスが接続されていないこと。 

（１１） ３（３）の建築物については、モデルルーム（展示物）内部において避難に使用する通

路に非常用の照明装置等を有していること。 

（１２） ３（３）の建築物については、本工事の現場からおおむね１キロメートル以内に建築さ

れること。 

（１３） ３（５）の建築物については、工事現場からおおむね１キロメートル以内に建築される

こと。 

（１４） ３（９）を建築物の屋上に設け、本建築物が令第１２１条第１項各号のいずれかに該当

する場合、避難上有効な二方向避難を確保すること。また、令第１２６条第２項の規定によ

り、避難用屋上広場が義務づけられるものは、その規模をおおむね屋上広場部分の２分の１

以下程度とすること。 

（１５） 法第２０条第１項第２号及び３号に掲げる建築物については、令第３章第８節の規定に

よること。 

４の２ 法第８７条の３第６項に規定する興行場等に係る技術基準 

  用途を変更して使用する建築物又は建築物の部分の構造は、次に定めるものとすること。 

（１） 用途を変更して使用する建築物は、確認済証及び完了検査済証の交付を受けたものであり、

その後も適法な状態が維持されていること。 

（２） 原則として、用途の変更により建物重量が従前よりも大きくならない等、構造耐力上危険

性が増大しないこと。 

（３） ４（２）から（１４）までの基準に適合すること。 

５ 許可の申請 

許可の申請は、建築基準法施行規則（昭和２５年建設省令第４０号。以下「規則」という。）第

４４号様式の正本及び副本（２部）に、それぞれ次に掲げる図書等を添付しなければならない。 

（１） 法第６条第１項各号に要求される規則第１条の３第１項で定められた図書（法第１８条第

２項の規定による計画通知に係る仮設建築物ついてはこのうちの表一(は)項、表二、表三の

図書を除く）。 

（２） 次の各号に掲げる書面 
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ア 委任状 

イ 理由書 

ウ 誓約書 

エ 工程表（３（２）、（３）、（５）の建築物のみ。本建築物との関連が分かるもの。） 

オ 本建築物の確認済証の写し（３（２）、（３）、（５）の建築物のみ。） 

カ 用途変更前の建築物の確認済証及び検査済証の写し（法第８７条の３第６項の規定による

許可の場合のみ） 

（３） その他市長が必要と認める図面又は書面 

６ 履行義務 

許可を受けた建築物には、許可通知書またはそれに代わるものを表示しなければならない。 

７ その他 

この基準によるもののほか、用途、規模又は期間等の特殊性により安全上、防火上及び衛生上支

障がないと市長が認める場合には、別途協議をすることができる。 

附 則 

この基準は、平成１８年（２００６年）４月１日から施行する。 

附 則 

この基準は、平成３１年（２０１９年）４月１日から施行する。 

附 則 

この基準は、令和７年（２０２５年）３月１日から施行する。 

 


